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兵庫県告示第219号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の

届出があった。 

  令和８年３月23日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

菅谷土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

  理 事        石 田   稔      豊岡市出石町福見563番地 

   同         籏 谷 篤 男      同 市出石町荒木584番地 

   同         竹 下 明 宏      同 市出石町荒木376番地 

   同         加 藤 信 弘      同 市出石町荒木948番地 

   同         國 谷 佳 弘      同 市出石町福見430番地 

   同         旗 谷 幸 雄      同 市出石町暮坂28番地 

   同         山 下 幹 夫      同 市出石町荒木917番地 

同         中 川 正 幸      同 市出石町暮坂403番地 

  監 事        川 﨑   稔      同 市出石町荒木681番地 

   同         川 﨑   誠      同 市出石町荒木1061番地 

   同         千 野 之 雅      同 市出石町細見21番地 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

  理 事        道 本 政 明      豊岡市出石町荒木596番地 

   同         竹 村 俊 昭      同 市出石町暮坂401番地 

   同         國 谷 佳 弘      同 市出石町福見430番地 

   同         山 下 幹 夫      同 市出石町荒木917番地 

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 令和８年３月23日 月曜日  第 703 号 



令和８年３月23日 月曜日   兵 庫 県 公 報          第 703 号 

2 

   同         加 藤 信 弘      同 市出石町荒木948番地 

   同         白 藤 政 巳      同 市出石町福見555番地 

   同         竹 村 庄 司      同 市出石町暮坂300番地 

同         渋 谷 泰 弘      同 市出石町荒木725番地 

  監 事        川 﨑   誠      同 市出石町荒木1061番地 

   同         水 島 重 義      同 市出石町福見280番地の１ 

   同         千 野 之 雅      同 市出石町細見21番地 

 

兵庫県告示第220号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）に基づく次の県営土地改良事業の工事は、完了した。 

  令和８年３月23日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

事 業 名 
地区名 

（工区名） 
地 域 名 

工事着手 

年 月 日 

工事完了 

年 月 日 

備考 

（事業内容） 

農村地域防災減災事業 水谷新池 
丹波篠山市今田町上小野原、今田

町辰巳 
平成30.10.４ 令和３.12.28 ため池１箇所 

同  上 大内池 同   市草ノ上、小田中 令和２.９.30 令和６.３.29 ため池１箇所 

同  上 浜谷池 
同   市東浜谷、西浜谷、野尻、

有居、西岡屋 
令和３.３.19 令和６.10.31 ため池１箇所 

同  上 春日江 同   市春日江、佐貫谷、倉谷      平成30.11.８ 令和７.１.31 ため池２箇所 

同  上 山谷池 同   市県守 令和３.８.27 令和７.３.17 ため池１箇所 

同  上 中山口池 丹波市市島町北岡本、市島町矢代 令和２.10.16 令和３.９.30 ため池１箇所 

同  上 谷田池 
同 市氷上町北野、氷上町大崎、

氷上町石生 
令和２.９.８ 令和５.２.28 ため池１箇所 

 

 

兵庫県告示第221号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和８年３月23日か

ら供用を開始し、在来道路の供用を廃止する。 

 その関係図面は、令和８年３月23日から２週間、但馬県民局新温泉土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月23日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

国道 

１ ７ ８ 号 

美方郡新温泉町芦屋字イツノ上27番１から 

同 郡同  町諸寄字久庭ノ上3639番１まで 

旧 
15.0から 

69.0まで 
178.0 

 
新 

26.0から 

71.0まで 
178.0 

 

 

兵庫県告示第222号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和８年３月23日か
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ら供用を開始し、在来道路の供用を廃止する。 

 その関係図面は、令和８年３月23日から２週間、但馬県民局新温泉土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月23日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

国道 

１ ７ ８ 号 

美方郡新温泉町居組字穴見山878番から 

同 郡同  町居組字穴見山878番まで 

旧 
16.0から 

146.0まで 
134.0 

 
新 

40.0から 

150.0まで 
134.0 

 

 

兵庫県告示第223号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和８年３月23日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、令和８年３月23日から２週間、但馬県民局新温泉土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月23日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

国道 

１ ７ ８ 号 

美方郡新温泉町芦屋字イツノ上19番２から 

同 郡同  町芦屋字イツノ上23番１まで 

旧 
18.0から 

53.0まで 
62.0 

   

新 
23.0から 

53.0まで 
62.0 

 

 

兵庫県告示第224号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和８年３月23日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、令和８年３月23日から２週間、但馬県民局新温泉土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月23日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

国道 

１ ７ ８ 号 

美方郡新温泉町釜屋字長イソ３番８から 

同 郡同  町居組字穴見山878番まで 

旧 
22.0から 

53.0まで 
95.0 

    

新 
38.0から 

62.0まで 
95.0 
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兵庫県告示第225号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和８年３月23日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、令和８年３月23日から２週間、但馬県民局新温泉土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月23日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

県道 

香美久美浜線 

美方郡香美町香住区上計字城山1133番から 

同 郡同 町香住区上計字城山1119番１まで 

旧 
15.0から 

18.0まで 
101.0 

   

新 
16.0から 

42.0まで 
101.0 

 

 

兵庫県告示第226号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和８年３月23日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、令和８年３月23日から２週間、但馬県民局新温泉土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月23日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

県道 

湯 谷 和 田 線 

美方郡新温泉町春来字尾﨑159番４から 

同 郡同  町春来字尾﨑161番１まで 

旧 
18.0から 

26.0まで 
60.0 

    

新 
18.0から 

27.0まで 
60.0 

 

 

兵庫県告示第227号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和８年３月23日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、令和８年３月23日から２週間、但馬県民局新温泉土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月23日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  
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道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

県道 

湯 谷 和 田 線 

美方郡新温泉町春来字尾﨑164番１から 

同 郡同  町春来字尾﨑164番１まで 

旧 
21.0から 

27.0まで 
43.0 

    

新 
24.0から 

33.0まで 
43.0 

 

 

兵庫県告示第228号 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、急傾斜

地崩壊危険区域を次のとおり指定する。 

 なお、その関係図面は、但馬県民局新温泉土木事務所及び新温泉町役場に備え置いて縦覧に供する。 

  令和８年３月23日 

                                 兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

指定区域 

区 域 名 市 郡 名 区 町 名 町大字名 小 字 名 地       番 

小三尾(2) 美 方 郡 新温泉町  三 尾     

 

平 ジ 

 

椎 木 山 

家 奥 

 

 

 

 

宮 山 

 

宮 ノ 下 

 

 

 

ス イ 尾 

 

 

 

 

37番の一部、37番１の一部、37番２、38番の

一部 

40番１の一部、43番の一部、44番 

37番１の一部、37番２の一部、39番の一部、

40番１の一部、43番の一部、44番の一部、45

番、46番１の一部、39番から46番１に至る地

先の道路敷の一部、44番から45番に至る１

地先の道路敷 

54番の一部、55番、54番地内の道路敷、54番

地先の水路敷の一部 

77番、77番１の一部、78番１、78番２、79番、

82番、83番１、83番２、84番、85番１、85番

２、86番から88番まで、82番から88番に至る

地先の道路敷 

89番、90番、90番１、91番、92番、93番から

95番までの各一部、95番１の一部、89番から

94番に至る地先の道路敷の一部、92番から

93番に至る地先の道路敷、95番１地先の道

路敷の一部 

 
 

公 告 

 

   大規模小売店舗の変更に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により、次のとおり

大規模小売店舗の変更の届出があった。 

 ついては、当該届出を次のとおり縦覧に供する。 

 なお、法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置している者がその周辺の地域の

生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に対
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し、意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

令和８年３月23日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称 イオンタウン加古川 

所在地 加古川市東神吉町出河原字大判862番地外 

２ 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称               住所                  代表者の氏名 

三井住友ファイナンス＆リース   東京都千代田区丸の内一丁目３番２号   𫝆 枝 哲 郎 

株式会社 

３ 変更事項 

 (1) 大規模小売店舗の設置者の名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 ア 変更前 

名称               住所                  代表者の氏名 

三井住友ファイナンス＆リース   東京都千代田区丸の内一丁目３番２号   橘   正 喜 

株式会社 

 イ 変更後 

名称               住所                  代表者の氏名 

三井住友ファイナンス＆リース   東京都千代田区丸の内一丁目３番２号   𫝆 枝 哲 郎 

株式会社 

 (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 ア 変更前 

名称             住所                  代表者の氏名 

上新電機株式会社       大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号   金 谷 隆 平 

株式会社ビリーブフォース   加古川市加古川町河原115番地の１     北 山 直 宗 

外８者 

 イ 変更後 

名称             住所                  代表者の氏名 

上新電機株式会社       大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号   高 橋 徹 也 

株式会社ビリーブフォース   加古川市加古川町河原115―１―112    北 山 直 宗 

外９者 

４ 変更年月日 

令和７年７月１日外 

５ 届出年月日 

  令和８年３月６日 

６ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   兵庫県まちづくり部都市計画課 

(2) 縦覧期間 

  令和８年３月23日から４月間 

７ 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限 

令和８年７月23日 

(2) 提出先 

兵庫県まちづくり部都市計画課 

   〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 
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病 院 局 公 告 

 

      落札者等の公示 

  ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

    令和８年３月23日 

     兵庫県病院事業 契約担当者       

県立こども病院長 飯 島 一 誠  

１  落札に係る業務の名称及び数量 

    県立こども病院感染性・非感染性廃棄物収集運搬・処理業務 一式  

２  契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  県立こども病院総務部経理課  神戸市中央区港島南町１丁目６－７ 

３  落札者を決定した日 

  令和８年３月６日 

４  落札者の名称及び住所 

  株式会社衛生センター  岡山市南区福吉町31番24号 

５  落札金額 

  51,377,749円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  令和８年１月16日 

 

 


